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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成26年5月15日(2014.5.15)

【公開番号】特開2012-221727(P2012-221727A)
【公開日】平成24年11月12日(2012.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2012-047
【出願番号】特願2011-86097(P2011-86097)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  41/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  41/24    　　　Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月28日(2014.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極及び第２電極を含む放電灯の前記第１電極と前記第２電極との間を絶縁破壊す
るための電圧パルスを前記第１電極と前記第２電極との間に印加する電圧パルス印加部と
、
　前記第１電極が陽極となる第１極性期間と前記第２電極が陽極となる第２極性期間を含
む交流電圧を前記放電灯に印加する交流電圧印加部と、
　前記電圧パルス印加部及び前記交流電圧印加部を制御する制御部と、
　を含み、
　前記制御部は、
　前記電圧パルス印加部によって、前記第１電極と前記第２電極との間に前記電圧パルス
を印加させる電圧パルス印加処理と、
　前記電圧パルス印加処理を行った後に、前記交流電圧印加部によって、前記第１極性期
間の長さが前記第２極性期間の長さよりも長い前記交流電圧を前記放電灯に印加させる第
１制御処理と、
　前記第１制御処理の後に、前記交流電圧印加部によって、前記第２極性期間の長さが前
記第１極性期間の長さよりも長い前記交流電圧を前記放電灯に印加させる第２制御処理と
、
　を行う、放電灯点灯装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放電灯点灯装置において、
　前記制御部は、
　前記第２制御処理における前記第２極性期間の長さに対する前記第１極性期間の長さの
比が、前記第１制御処理における前記第１極性期間の長さに対する前記第２極性期間の長
さの比よりも大きくなるように、前記第１制御処理及び前記第２制御処理を行う、放電灯
点灯装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の放電灯点灯装置において、
　前記制御部は、前記第１制御処理及び前記第２制御処理において、
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　前記交流電圧印加部によって、前記第１極性期間と前記第２極性期間との間に、前記第
１電極及び前記第２電極のいずれも陽極とならない期間を有する前記交流電圧を印加させ
る、放電灯点灯装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の放電灯点灯装置において、
　前記制御部は、
　前記第２制御処理の後に、前記交流電圧印加部によって、前記第１極性期間の長さと前
記第２極性期間の長さとが等しい前記交流電圧を前記放電灯に印加させる第３制御処理を
さらに行う、放電灯点灯装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の放電灯点灯装置を含む、プロジェクター。
【請求項６】
　第１電極及び第２電極を含む放電灯を点灯させる放電灯点灯方法であって、
　前記第１電極と前記第２電極との間を絶縁破壊する絶縁破壊工程と、
　前記絶縁破壊工程の後に、前記第１電極が陽極となる第１極性期間の長さが、前記第２
電極が陽極となる第２極性期間の長さよりも長い交流電圧を前記放電灯に印加する第１工
程と、
　前記第１工程の後に、前記第２極性期間の長さが前記第１極性期間の長さよりも長い交
流電圧を前記放電灯に印加する第２工程と、
　を含む、放電灯点灯方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　この放電灯点灯装置は、前記制御部は、前記第１制御処理及び前記第２制御処理におい
て、前記交流電圧印加部によって、前記第１極性期間と前記第２極性期間との間に、前記
第１電極及び前記第２電極のいずれも陽極とならない期間を有する前記交流電圧を印加さ
せてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　すなわち、スイッチ素子２４１及びスイッチ素子２４４がＯＮ状態の時にはスイッチ素
子２４２及びスイッチ素子２４３をＯＦＦ状態とし、スイッチ素子２４１及びスイッチ素
子２４４がＯＦＦ状態の時にはスイッチ素子２４２及びスイッチ素子２４３をＯＮ状態と
なるように制御する。したがって、スイッチ素子２４１及びスイッチ素子２４４がＯＮ状
態の時には、コンデンサー２２４の一端からスイッチ素子２４１、放電灯９０、スイッチ
素子２４４の順に流れる駆動電流Ｉが発生する。また、スイッチ素子２４２及びスイッチ
素子２４３がＯＮ状態の時には、コンデンサー２２４の一端からスイッチ素子２４３、放
電灯９０、スイッチ素子２４２の順に流れる駆動電流Ｉが発生する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
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　電圧パルス印加処理において、制御部３０は、まず、極性反転制御手段３３によって、
スイッチ素子２４１及びスイッチ素子２４４をＯＦＦ状態、スイッチ素子２４２及びスイ
ッチ素子２４３をＯＮ状態とし、電圧パルス印加制御手段３１によって、スイッチ素子１
４をＯＦＦ状態とする。これによって、コンデンサー１２に電荷が蓄えられる。次に、制
御部３０は、図６（Ａ）における時刻ｔ０において、電圧パルス印加制御手段３１によっ
て、スイッチ素子１４をＯＮ状態とする。これによって、図６（Ａ）の電圧パルス印加期
間に示される高電圧の電圧パルスが第１電極９２と第２電極９３との間に印加される。こ
れによって、第１電極９２と第２電極９３との間を絶縁破壊する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　図５のフローチャートに示されるように、本実施形態に係る放電灯点灯方法は、第１工
程（ステップＳ１０２）の後に、第２極性期間が第１極性期間よりも長い交流電圧を放電
灯９０に印加する第２工程（ステップＳ１０４）を行う。放電灯点灯装置１においては、
制御部３０が、第１制御処理を行った後に、交流電圧印加部２０によって、第２極性期間
が第１極性期間よりも長い交流電圧を放電灯９０に印加させる第２制御処理を行う。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　２－４．放電灯点灯方法、及び、放電灯点灯装置の制御例の変形例
　本実施形態に係る放電灯点灯方法は、第１工程（ステップＳ１０２）及び第２工程（ス
テップＳ１０４）において、第１極性期間と第２極性期間との間に、第１電極９２及び第
２電極９３のいずれも陽極とならない期間を有する交流電圧を印加してもよい。本実施形
態に係る放電灯点灯装置１においては、制御部３０が、第１制御処理及び第２制御処理に
おいて、交流電圧印加部２０によって、第１極性期間と第２極性期間との間に、第１電極
及び第２電極のいずれも陽極とならない期間を有する交流電圧を印加させてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　図９に示される例では、第１制御期間及び第２制御期間において、第２極性期間と、第
２極性期間の後の第１極性期間との間に、第１電極及び第２電極のいずれも陽極とならな
い無極性期間を有している。なお、図９には示されていないが、第１制御期間及び第２制
御期間において、第１極性期間と、第１極性期間の後の第２極性期間との間にも、第１電
極及び第２電極のいずれも陽極とならない無極性期間を有している。また、図９に示され
るように、制御部３０は、第３制御期間においても、第１極性期間と第２極性期間との間
に無極性期間を有するように交流電圧印加部２０を制御してもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００９３】
　制御部３０が、無極性期間を有するように交流電圧印加部２０を制御することによって
、交流電圧の周期を変えずに第１極性期間と第２極性期間の長さを独立に設計できる自由
度を大きくすることができる。また、極性反転回路２４において、スイッチ素子２４１及
びスイッチ素子２４２を貫通する貫通電流や、スイッチ素子２４３及びスイッチ素子２４
４を貫通する貫通電流が流れるリスクを低減できる。
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